
第１７号議案 

 

   東京都台東区立台東区民会館条例の一部を改正する条例 

 

上記の議案を提出する。 

 

  平成２６年２月７日 

 

提出者 東京都台東区長  吉   住    弘 

 

（提案理由） 

 この案は、隅田公園臨時観光バス駐車場を設置するとともに、

会議室の使用料の額を改定する等のため提出します。  



   東京都台東区立台東区民会館条例の一部を改正する条例 

 

東京都台東区立台東区民会館条例（昭和４４年７月台東区条例

第１８号）の一部を次のように改正する。 

 第２条に次の１項を加える。  

２ 会館に付属施設として次の施設を置く。  

   名    称              位    置  

 台東区民会館隅田公園臨時観光バス駐車場 東京都台東区浅草七丁目１番  

 第３条第２号中「駐車場」の次に「（台東区民会館隅田公園臨時

観光バス駐車場を含む。以下同じ。）」を加える。  

 第４条を次のように改める。  

（休館日）  

第４条 会館の休館日は、次のとおりとする。ただし、区長が特

に必要と認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定

めることができる。  

(１) 毎月第２月曜日（駐車場を除く。） 

(２) １月１日、同月２日及び同月３日 

(３) １２月２９日、同月３０日及び同月３１日  

 別表中備考以外の部分を次のように改める。  

別表（第８条関係）  
区分 

 

 

 

施設別 

午前 午後 夜間１ 夜間２ 全日１ 全日２ 

午前９時 

から正午 

まで 

 

午後１時 

から午後 

５時まで 

 

午後６時 

から午後 

９時まで 

 

午後６時 

から午後 

１０時ま 

で 

午前９時 

から午後 

９時まで 

 

午前９時 

から午後 

１０時ま 

で 

第１会議室 ３,５００

円 

４,８００

円 

４,９００

円 

６,３００

円 

１３,２０

０円 

１４,２０

０円 

第２会議室 １０,２０

０円 

１３,７０

０円 

１４,３０

０円 

１８,４０

０円 

３８,２０

０円 

４１,３０

０円 

第３会議室 ３,７００

円 

４,９００

円 

５,１００

円 

６,６００

円 

１３,７０

０円 

１４,８０

０円  



第４会議室 ４,３００

円 

５,８００

円 

６,０００

円 

７,８００

円 

１６,１０

０円 

１７,４０

０円 

第５会議室 ７,２００

円 

９,５００

円 

１０,００

０円 

１２,９０

０円 

２６,７０

０円 

２９,００

０円 

ホール １７,７０

０円 

２３,８０

０円 

２４,９０

０円 

３１,９０

０円 

６６,４０

０円 

７１,９０

０円 

特別会議室

（特） 

１回につき １０,７００円 

特別会議室

（大） 

１回につき ９,２００円 

特別会議室

（中） 

１回につき ５,５００円 

特別会議室

（小・和室） 

１回につき ４,０００円 

特別会議室

（小・洋室） 

１回につき １,５００円 

駐車場 昼間 ３０分につき 観光バス ４００円 

       乗用車 ２００円 

夜間 １日につき 乗用車（乗貨用自動車を含む。） ８００円 

   付 則  

１ この条例は、台東区規則で定める日から施行する。  

２ この条例による改正後の東京都台東区立台東区民会館条例の

規定による会議室、ホール及び特別会議室の使用申請その他使

用のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前において

も行うことができる。  


